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１ ウォーターＰＰＰの概要 ①官民連携

2

○ 下水道事業の持続可能性の確保における課題（ヒト・モノ・カネ）
の解決策である「官民連携」において、これからの業務形態として
「ウオーターＰＰＰ」があります。

引用元：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン1.2版 国土交通省



２ ウォーターＰＰＰの概要

3

○ 「ウオーターＰＰＰ」はPPP/PFI推進アクションプラン（令和５年改定版）

にて打ち出された、公共施設等運営事業（コンセッション）[レベル４]
と管理・更新一体マネジメント方式 [レベル３．５] （新設） を併せた
官民連携の形態の呼称です。

引用元：PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年改定版）の概要 内閣府

１ ウォーターＰＰＰの概要 ②形態



１ ウォーターＰＰＰの概要 ③官民の役割分担
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○ 法上の最終責任や公権力の行使、災害対応等は県の役割です。

引用元：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版【基礎編】 国土交通省



１ ウォーターＰＰＰの概要 ④国からの交付金

5

○ 令和９年度以降、汚水管の改築（一部を除く）に国の交付金等を
受けるには、「ウォーターＰＰＰ導入を決定済み」であることが必要
です。

引用元：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版【基礎編】 国土交通省



１ ウォーターＰＰＰの概要 ⑤国における目標
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○ 国は官民連携の拡大と加速化を推進するため、PPP/PFI推進
アクションプランにおいて令和１３年度まで１００件の具体化を
目標にしています。

引用元：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン1.2版 国土交通省

引用元：PPP/PFI推進アクションプラン
（令和６年改定版）の概要 内閣府



２ レベル３．５について
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○ 管理・更新一体マネジメント方式[レベル３．５]については、維
持管理に加え、更新計画案の策定やコンストラクションマネジメン
ト（ＣＭ）等を行う「更新支援型」と、更新工事まで一体的に行う
「更新実施型」があります。どちらの類型も、下記の４つの定められ
た要件をすべて満たす必要があります。

①長期契約（原則１０年）
②性能発注
③維持管理と更新の一体マネジメント
④プロフィットシェア

引用元：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版【基礎編】 国土交通省



２ レベル３．５について ①長期契約（原則１０年）

8引用元：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版【基礎編】 国土交通省



２ レベル３．５ ②性能発注

9引用元：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版【基礎編】 国土交通省



２ レベル３．５について ③維持管理と更新の一体マネジメント

10

○ 日常の維持管理（運転管理や点検業務、薬品等の調達業務、
修繕業務等）と更新工事を組み合わせることです。

引用元：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版【基礎編】 国土交通省



２ レベル３．５について ④プロフィットシェア

○ 契約時に見積もった費用が、企業努力等で縮減した場合に、
縮減分を設定した按分比により官と民でシェアすることです。

11引用元：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版【基礎編】 国土交通省



３ レベル４について ①コンセッションとは
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○ 公共施設の所有権は公共が所持したまま、運営権を民間側に
設定し、民間事業者の裁量により、知見やノウハウなどを最大限
に発揮できる手法で、契約期間は２０年程度が一般的です。

引用元：ウォーターＰＰＰ導入検討の進め方について 国土交通省



３ レベル４について ②レベル３．５との違い
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○ レベル３．５とは、契約期間（長期）や運営権の設定等に違いが
あり、民間事業者の裁量に自由度があります。

なお、レベル３．５の４要件を充足する必要はありません。

引用元：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン1.2版 国土交通省



４ 広域的なウォーターＰＰＰについて
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○ 「広域型」（事業規模によりウォーターＰＰＰへの移行が難しい自
治体が、他の自治体と連携）と「分野横断型」（下水道事業だけ
ではウォーターPPPへの移行が難しい自治体が、同じ自治体に
おける他の水分野と連携）の２つの形態があります。

引用元：ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン（令和6年改定版）内閣府



５ ウォーターＰＰＰへの地元企業の参入について
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○ 県内の地元企業が参入しやすい手法を検討します。

構成企業
（メンバー）

引用元：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版【実施編】 国土交通省



５ ウォーターＰＰＰへの地元企業の参入について
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コンセッション方式の場合は当該「客観的な情報」を求めるガイドライン規定からは外れるものの、
定性・定量的な合理性は一般的に必要と考えられる。

引用元：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版【実施編】 国土交通省



６ （参考）用語の説明
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○ ＰＰＰ／ＰＦＩ
・ＰＰＰとは「Public(パブリック) Private(プライベート） Partnership
(パートナーシップ)」の略で、公共施設等の建設や維持管理、運営
等を公共と民間が連携して行うことにより、民間の知見やノウハウ
等を活用し、行政の効率化等を図ること。
包括的民間委託や指定管理者制度、ＤＢＯ、コンセッションなどの
官民連携手法の総称。

・ＰＦＩとは「Private(プライベート) Finance(ファイナンス) Initiative
（イニシアチブ)」の略で、ＰＰＰの中でも民間資金等を活用すること
により行政の効率化等を図るもの。
ＰＰＰの中でも、コンセッションやＢＴＯ、ＢＯＴ等がある。

○ コンストラクションマネジメント（ＣＭ）
・発注者側の立場に立った補助・代行者（コンストラクションマネジ

ャー）が、技術的な中立性を保ちつつ設計や計画立案の段階から、
コストや品質、スケジュール、情報等の管理を行うこと。



６ （参考）用語の説明

18

○ 仕様発注／性能発注
・仕様発注とは、業務に関する詳細な要件等の仕様書を発注者が

作成し、民間に提示したうえで発注すること。
・性能発注とは、発注者が必要な施設の性能要件や業務水準のみ

を提示して発注すること。仕様発注よりも性能発注の方が民間の
知見やノウハウ等を活用しやすい。

○ コンセッション（レベル４）
・公共施設の所有権を公共側が所持したまま、運営権（※）を民間

側に設定する官民連携方式のこと。民間事業者の知見やノウハウ
だけでなく、民間事業者の資金も活用することが可能。原則として、
民間事業者が下水道利用料金を収受し事業を運営する。
※ 運営権･･･公共施設等を運営して利用料金を収受する（収益を得る）権利



６ （参考）用語の説明
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○ ストックマネジメント
・中長期的な視点で下水道事業全体の今後の老朽化状況を捉えて、

優先順位をつけながら施設状況を予測し、維持管理や改築を一体
的かつ計画的、効率的に管理すること。

○ マーケットサウンディング（ＭＳ、サウンディング型調査）
・事業検討段階において、民間事業者の参入意欲や参入条件等の

意向を確認することや、民間事業者からの意見や新たな提案によ
り新たな事業案件の形成や事業の進展を図ることを目的として実
施する市場調査・情報収集のこと。

○ ＪＶ
・ＪＶとは「Ｊｏｉｎｔ（ジョイント）Ｖｅｎｔｕｒｅ（ベンチャー）」の略で、企業が

単独で受注する通常の場合とは異なり、複数の企業が一つの工事
や事業を受注、受託することを目的として形成する事業組織体の
こと。



６ （参考）用語の説明
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○ ＳＰＣ
・「Special(スペシャル)Purpose(パーパス)Company(カンパニ－)」

の略で、「特別目的会社」を意味する。企業が行う事業が特定され
ており、その特定事業のために設立された会社のことであり、WPPP
の場合、下水道事業等のためにＳＰＣを設立する場合がある。

引用元：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン2.0版【実施編】 国土交通省


